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 金融業の単一パスポート制度は英国の EU離脱における重要な争点の一つ 

 単一パスポート制度により、欧州経済領域（EEA）における金融業の自由な営業活動が

可能に 

 金融業は英国の主要産業であるため、単一パスポート制度の維持が注目される 

 

はじめに 

金融業の単一パスポート制度は英国の EU離脱における重要な争点の一つです。今回は、単一

パスポート制度と英国の金融業、そして Brexitによる英国金融業への影響について解説します。 

単一パスポート制度とは 

単一パスポート制度は、金融業が単一市場内で自由に営業が行えるように 1996年に導入され

ました1。現在、単一市場は EU加盟国に加えて、スイスを除く欧州自由貿易連合（EFTA）加盟国

で構成される欧州経済領域（EEA）で形成され、単一パスポート制度も EEA域内で適用されます。

域内のどこかの国で免許を取得した金融機関は他の EEA 諸国でも同じ免許で営業が可能です。

銀行だけではなく、保険業や投資運用業にも適用されます。EEA域外の金融機関でも域内に拠点

を置き、免許を取得すれば単一パスポート制度が適用されます。域外金融機関にとっても、EEA

という巨大市場に単一の免許で参入できることは大きな魅力です。 

英国の金融業 

英国では、1986 年から金融規制の大規模緩和が始まります。ビジネス環境の整備も行い、積

極的に外資系金融機関を誘致してきました。この方針は、今日まで 30年間続いてきました。こ

ういった取り組みの結果、外資系を含む多くの金融機関や法務・会計などの専門サービス業、

そして人材が英国に集積しました。特に、ロンドンのシティは世界の金融センターとしての地

位を確立し、為替取引やユーロ建て取引の決済では圧倒的なシェアを誇っています。 

                                                   
1単一パスポート制度は、1996年施行の投資サービス指令（ISD：Investment Services Directive）の 1 つです。 
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EU の単一市場化と単一パスポート制度で欧州市場の魅力が高まったことも英国金融業の発展

に寄与しました。英語圏であり、発達した金融産業を有する英国は欧州の拠点としての競争力

が高いため、他の EEA 諸国と比較して多くの EEA 域外の金融機関を誘致できたのです。また、

既に英国に拠点を持つ金融機関も活動領域の拡大などによって恩恵を得ました。 

現在、金融業は英国における主要産業の一つです。2015年に英国で生み出された付加価値の

約 7％は金融業によるものです。英国における金融業の重要性は、他の EU諸国や日本と比較し

ても高く、米国と肩を並べる水準です。多くの雇用も生み、税収にも貢献しています。だから

こそ、金融業に与える影響の大きい単一パスポート制度が注目されているのです。 

 

Brexit による英国金融業への影響 

英国が単一パスポートを失えば、英国内に拠点を置く金融機関は、欧州での営業継続のため

に EEA 域内に拠点を移し免許を取得する必要があります。英国域内の金融機関、専門サービス

業者の少なくとも一部は EEA域内へ流出することが予想されます。 

また英国はユーロ建て取引の決済業務を行う権利を失うと考えられます。非ユーロ圏である

英国のシティでユーロ建て取引の決済業務が認められる根拠は、英国が EU 加盟国だからです2。

英国が EUから離脱すれば、資金決済業者は業務継続のため EU域内へ移転するでしょう。 

これに伴って、人材の流出も懸念されます。金融機関や専門サービス業者、資金決済業者と

共に人材も EEA域内へと移動することが考えられます。また、「人の移動の自由」の喪失で在留

許可等の手続きが復活することや、国民投票で露呈した移民への反感は、外国人にとっての就

労場所としての英国の魅力を損なう可能性があります。 

ただし、単一パスポート制度（単一市場へのアクセス）は EUとの交渉次第で離脱後も維持で

きるという見方もあり、今後の離脱交渉が注目されます。 

（次回予告：Brexitは EUのピンチ？チャンス？） 

                                                   
2 欧州中央銀行はユーロ建て取引の決済はユーロ圏で行うべきであるという方針を示しました。しかし、英国は

この方針に反対し欧州司法裁判所に提訴した経緯があります。EU加盟国である英国をユーロ建て取引の決済業

務から排除することは EU単一市場の理念に反すると、欧州司法裁判所は結論を下しました。 
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